
モニター応募要領 
 

１．応募受付開始日時 

平成１７年１１月１日（火） 午前１０時より 

 

２．応募方法 

財団法人 道路新産業開発機構ホームページ（下記、URL 参照）から応募できます。 

所定の画面で氏名・住所、車種・車両番号などの必要事項を入力して送信してくださ

い。 

ＵＲＬ http://www.hido.or.jp/nirin/index.html 

３．ＥＴＣ車載器の取り付けについて 

車載器の取り付けについては、取り付け店舗の受け入れ体制を考慮し段階的に実施し

ますので、場合によっては、応募受付後しばらくの間お待ち頂くことがあります。 
 
４．対象範囲 

対象範囲は当面首都圏の一部路線・区間とします。 

対象範囲外の走行は出来ません。 

 対象範囲 

東・中日本高速道路 

株式会社区間 

中央自動車道（高井戸～八王子） 

東京外環自動車道（全線：一部料金所） 

第三京浜道路（全線）、横浜新道（全線） 

京葉道路（一之江～花輪） 

首都高速道路 

株式会社区間 

全線（一部料金所を除く） 

 

首都高速道路株式会社区間 

東・中日本高速道路株式会社区間 

 
※対象範囲、対象料金所については段階的に拡大することを予定しています 

別 紙 

http://www.hido.or.jp/nirin/index.html


 

５．応募条件 

（応募条件を満たさない方については、モニターへの参加をご遠慮頂く場合があります。） 

・モニター開始までに、ＥＴＣカードをご用意いただけること。 

・対象範囲を厳守して走行していただけること。 

・東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住されていること。 

・連絡可能なＥメールアドレスを保有されていること。 

・ＥＴＣ車載器の取り付けが可能な二輪車を保有されていること。 

※ＥＴＣ車載器の収容空間が確保できない車両については、外付け収納ボックスを

利用した取付けが可能です。（ボックス及びボックス取付費用はモニター負担） 

・車載器取り付けのため、事務局が指定する取り付け店舗に車両を持ち込んで頂ける

こと。 

・インターネットホームページでのアンケートにご回答いただけること。 

・上記の他、モニター利用マニュアル及びＥＴＣシステム利用規程等を遵守のうえ、

ご利用していただけること。 

・違法改造車はモニターとして認められませんので、車載器の取付は行いません。 

 
６．ご応募からご利用までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
７．応募に関する問合せ先 

財団法人 道路新産業開発機構 二輪モニター窓口 

ＴＥＬ：０３－５６１４－７６９９  ＦＡＸ：０３－３６６６－２９８８ 

（受付時間：土日、祝祭日を除く １０：００～１７：００） 

メール：monitor@hido.or.jp 

①ご応募 

③確認書、車検証

(写)、免許証(写)の
送付 

②理解度確認試験 

④モニター 
登録完了 

⑤車載器 
取り付け 

所定の画面で氏名・住所、車種・車両番号などの必要事項を入力して送信
して下さい。送信頂いた方には、事務局より理解度確認試験を実施するた
めの ID、パスワードをメールにて通知いたします。 

確認書、車検証と免許証のコピーの到着を確認した上で、モニターとして
登録を完了いたします。 

モニターに決定した方には、事務局が指定する取り付け店舗より、ご連絡
を致しますので、取付日時について調整の上、車載器の取り付けを行って
ください。 

⑥ご利用 

利用マニュアルをホームページよりダウンロードし、熟読してください。
通知された ID、パスワードによりモニター専用ページにアクセスし、理解
度確認試験を受験してください。 

理解度確認試験を合格された方には、事務局より「モニター利用マニュア
ル」、「ＥＴＣシステム利用規定」を理解、承諾したことについての「確認
書」をお送りいたしますので署名・捺印し、車検証と免許証のコピーを同
封の上、返信用封筒にて事務局にご郵送下さい。 

車載器を取りつけ次第、ご利用いただけます。 
安全な走行をお願いします。 


